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Ⅰ. 検察官および検察審査会の訴追裁量(起訴する判断)をチェックする法理の必要性 
執筆者：木目田 裕 

 

1 はじめに 
 

 2000 年代半ばの司法制度改革以降も、刑事司法制度には改革がなされてきました。その結果、従前から指摘されていた多くの

問題点は改善されました。 

 しかし、近時における、新技術の台頭、司法取引制度の導入、検察審査会の強制起訴事件における無罪の続発等に照らすと、

検察官や検察審査会が起訴の判断をする場合に、その起訴判断それ自体を直接チェックする法理やメカニズムが必要なのでは

ないか、と考えています。 

 本稿は、問題提起ないし試論として、かかる法理やメカニズムの必要性を論じるものです。なお、本稿の 2 では、現行制度が成

り立っている背景等について説明しており、本稿の主題は 3 にありますので、刑事司法制度について、ある程度の知識をお持ち

の方は、3 を先に読んで頂くのがよいと思います。 

 

2 現行制度 
 

(1) 起訴便宜主義(検察官の訴追裁量権)の趣旨 

 

 検察官には広範な訴追裁量権が刑事訴訟法 248条によって与えられています。検察官の訴追裁量権の必要性については様々

な角度から裏付けられ、それ自体は正しいことです。例えば、人間は誰しも過ちを犯すことがあります。ついつい魔が差して、万引

きをしてしまった、やむにやまれず他人に暴力を振るってしまった等のケースです。こうした場合に証拠上犯罪が成立するからと

いって、検察官が誰も彼も起訴して、罰金をとったり、執行猶予がつくのだからと正式起訴(公判請求)して懲役刑を科すことになれ

ば、その人は会社から解雇されたり、家族から見放されたり、社会から犯罪者のレッテルを貼られて信用されなくなって仕事もまま

ならないことになるなど、様々な弊害が生じます。人間は誰しも長い人生の中で過ちを犯すのだから、改善更生して再出発する機

会を確保すべきだ。犯罪で他人を苦しめたということもなく、実害が極めて軽微なのであれば、裁判にかけて前科者のレッテルを

貼ることは適切でなく、不起訴(起訴猶予)にすべきだ。その人には、過ちを悔い改めて、社会や家族のために引き続き活躍しても

らおうじゃないか。そうした理由などで、検察官は、たとえ犯罪が成立するとしても、あえて起訴をしない裁量が与えられています。 
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(2) 検察官の不起訴処分をチェックする仕組みとしての検察審査会 

 

 他方において、検察官の不起訴の判断が適切でない場合の仕組みとして、検察審査会という制度があります。例えば、捜査が

不十分であったり、証拠評価を誤って、検察官が不起訴にする場合や、検察官の不起訴判断が被害感情や社会の処罰要求に応

えていない場合などは、検察審査会がこれをチェックします。2000 年代半ばの司法制度改革までは、検察審査会の議決には、検

察官に対する勧告的な効果しかなく、検察官の不起訴処分を覆す法的効力までは与えられておりませんでした。司法制度改革の

背景には、裁判員制度に見られるように、国民の刑事司法への参加を高めようという思想がありました。それまで、刑事司法が、

職業法曹だけで進められ、いわば国民不在であったことに対する真摯な反省があったわけです。加えて、当時、悲惨な殺人事件

や酒酔い運転等による死傷事故などを背景に、刑事司法における被害者・その遺族の保護の要請が高まりました。検察官がプロ

フェッショナルとして厳正な証拠評価を行って不起訴にした場合でも、被害者やその遺族からすると納得できない場合がありまし

た。検察官の判断が間違っているのではないか、あるいは、たとえ有罪立証の見込みが高くないとしても、公開の法廷で全ての事

実を明らかにして審理を尽くしてほしい、そうでなければ納得できない、という思いです。このようなことを理由にして、2000 年代半

ばの司法制度改革の中で、検察審査会が起訴相当の議決を 2 回行ったときは、被疑者が強制的に起訴されるという制度が導入

されました。ここで、｢強制的に｣とは、検察官の不起訴処分を覆して、被疑者が起訴される、という意味であり、公判では、弁護士

が検察官役を務めることになります。 

 今日では、世間の耳目を集める事件などで、検察審査会が起訴相当議決を行って、被疑者が強制起訴される事件が少なくなり

ありません。 

 この検察審査会制度が、検察官の不起訴処分をチェックする仕組みです。 

 

(3) 検察官の起訴をチェックする仕組み 

 

 問題なのは、検察官の起訴をチェックする仕組みです。もちろん、検察官が証拠不十分なのに起訴をすれば、裁判所が無罪に

します。あるいは、検察官が不当に過酷な求刑(例えば、銀の燭台を出来心で盗んだだけなのに、極めて長期の懲役刑を求刑す

るなど)をしても、裁判所は、これに応じず、妥当と考える刑を科します。裁判制度も三審制をとり、かりそめにも間違った判断がな

されないように厳正にチェックされ、更に再審制度もあります。検察官としての適格性を欠く人物がいれば、検察庁内部の人事や

処分のほか、検察官適格審査会がチェックします。 

 しかし、検察官が、例えば、本来は不起訴にすべき軽微な犯罪なのに事件への過度の思い入れから起訴したり、起訴には社会

的な弊害等が大きいことを十分に斟酌しないで起訴した場合であっても、裁判所は、犯罪自体の証拠がある以上は、有罪にして、

刑を科す以外には、基本的に選択肢はないことになります。本稿の主たる課題は、後述するとおり、この制度の建付けで、今日的

課題に対処できるのだろうか、という点にあります。 

 この点、公訴権濫用論という議論があります。これは、検察官の起訴は訴追裁量権の濫用であるとして、起訴を不適法として直

ちに裁判を終わりにするという法理です。ただ、これは、起訴が検察官の職務犯罪を構成し得るようなものなど、極端なケースを

念頭に置いたものであって、本稿で後ほど述べる今日的課題には、少なくともこのままでは対応できないと思われます。そもそも、

実務家は、公訴権濫用論と聞くと、およそ認められないという先入観すら抱くと言っても過言ではありません。また、刑事実体法に

おける可罰的違法性論という議論もあります。これは、1 円の価値もないような財物を盗んだ場合には、処罰に値する違法性がな

い、として、犯罪が成立しないとするものです。本稿で問題にするのは犯罪が成立することが明らかである場合や、犯罪が成立す

るかどうかを問うこと自体が適切でないというケースですので、やはり可罰的違法性論では対応できないと思われます 1。 

 検察官が起訴の判断をし、裁判所は検察官のその判断に極端な場合以外は介入しないという制度は、理念的には正しい制度

ですが、現実を見てみると、物事は、そう簡単に割り切れるものではありません。例えば、証拠が十分でないのに検察官が起訴し

た場合、｢最後は裁判で無罪になるのだから、それで問題ない｣と、本当に言えるのでしょうか。起訴されれば、事件によっては大

きく報道されます。報道されなくても、SNS などを通じて広く拡散して、家族や隣近所、勤め先や取引先に知られてしまい、勤め先

を解雇されるかもしれません。逮捕・勾留され、無罪を主張して争えば、起訴後も保釈されないまま、長期間勾留されます。公判で

無罪を勝ち取るまでは、労力も時間もかかります。生活の全てを公判という裁判に捧げて、一審判決まで 1 年か 2 年、最高裁まで

含めれば数年間かかって、ようやく無罪になった。しかし、無罪になったときには、全てを失っていた。そうした事態も十分にあり得

ます。せいぜい、無罪になれば国から補償を受けたり、国家賠償請求で金銭賠償を受けることがある、という程度にとどまります。

                                                   
1  なお、以上のほか、刑事裁判が異常に長期化し、迅速な裁判の保障に反する事態になった場合は、裁判所が免訴の判決で公判を打ち切ることが

できるとする判例(高田事件)がありますが、これも極めて例外的なケースです。 
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そうなると、争えば無罪になる被疑者・被告人であっても、罰金で済む、執行猶予がつくとなれば、認めて早期に保釈してもらうこ

とを選択することになってもおかしくありません。 

 このように考えると、検察官の起訴をチェックする仕組みは、裁判所による有罪・無罪の判断や刑の量定、極めて例外的な公訴

権濫用論等の法理があるものの、それで十分なのだろうか、という問題意識が出てきます。 

 以上で述べた、検察官の起訴の判断に伴う問題点は、検察審査会による強制起訴の制度にも、そのまま当てはまります。 

 これまでは、それでも、あまり不都合はありませんでした。たとえ犯罪としては極めて軽微であっても、被疑者の動機や、犯罪の

社会的影響、被疑者の悪性、処罰しないことで被疑者が将来に凶悪重大な犯罪を犯す可能性、被疑者の改善更生のためにはむ

しろ施設内処遇が有効である可能性などの様々な事情を総合考慮すれば、被疑者を処罰する方がよい場合もあります。検察官

が、その被疑者、その事件を起訴したことについては、必ずしも公判に証拠として提出されていない事情も含めて、様々な事情を

総合的に考える必要があり、その当否を裁判所などの第三者が事後的に判断することは本来は容易なことではなく、適切である

とも限りませんでした。 

 また、戦前の治安維持法下の起訴、いわゆる思想検察などの問題はあったものの、少なくとも戦後は、検察官が政治的理由で

軽微な事件を殊更に起訴したり、国家刑罰権を人権蹂躙のために利用するなど、検察官による不当な起訴の問題は、あまり懸念

する必要がありませんでした。仮に、そのようなことがあれば、世論等が沸騰するわけで、そうした刑事司法制度の外側にある牽

制のメカニズムが有効に機能することも期待できました。 

 えん罪事件の起訴のような事例も、いろいろと問題はあれど、何とかなってきました。日本の検察官は、精密司法と言われるくら

い、｢有罪立証の絶対の自信がない限り、起訴をしない｣という公訴権行使の在り方を守ってきました。裁判所の審理も同様に精

密司法そのものでした。時には、被告人自身が捜査段階から公判廷まで一貫して罪を認めているのに、裁判所が客観証拠の欠

如を理由に無罪にすることさえありました。残念ながら、司法制度も人間が行うことであるために、完全にえん罪をなくすことまで

はできていませんが、諸外国の例と比較しても、圧倒的に日本はえん罪が少ない、少なくとも、これまではえん罪が少なかったと

思います。 

 

3 今日的課題 
 

 2 で述べたように現行制度は、問題点がないとは言えないものの、これまでのところは適切に運用され、残念ながら発生する｢え

ん罪事件｣を限りなくゼロに近づけることを除けば、あまり問題があるとは考えられてきませんでした。 

 しかし、以下に述べるように、今日的課題を考えると、検察官及び検察審査会(以下一括して｢検察官等｣ということがあります)の

起訴判断を適切にチェックする法理やメカニズムを導入することが必要になっていると考えています。 

 

(1) 新技術の発展を刑事司法が阻害しないようにすること 

 

 今日、ハード・ソフトを問わず、新技術の開発・実用化は、顕著・急激になっています。こうした新技術は、サイバー攻撃などに代

表されるように犯罪に悪用されることもあれば、他方において、AI、再生可能エネルギー、自動運転、産業や医療等へのセンサー

活用、MRA 方式によるワクチン開発など、人々の生活や健康、産業や経済、社会の安全などに大きな進歩をもたらすことが期待

されています。 

 こうした新技術の開発・展開については、プライバシー、個人情報、知的財産権などの他人の権利や法的利益をおよそ侵害しな

いことが明らかであるとは限りません。消費者や、あるいはライバルのメーカーや研究機関等が、犯罪だと告訴告発してもおかしく

ない場合もあり得ます。だからといって、検察官等が新技術の開発・展開について、有罪の十分な見込みがあるとして、刑事事件

として起訴すれば、仮に罰金程度の軽い刑で済んだとしても、あるいは、数年後に裁判所が無罪にしたとしても、当該新技術の開

発・展開を足止めすることになります。また、当該新技術に限らず、当該新技術を適用する周辺分野や、全く別の新技術の分野で

も、研究開発や事業展開等に関係する人たちに、｢自分たちがやっていることも起訴されるのではないか｣と、萎縮効果を与えるこ

とになります。 

 人の生命・身体に被害を与えたり、そうした危険が低くないのであればともかく、そうでない限り、新技術の開発・展開について

は、たとえ犯罪が成立するとしても、起訴しないことが適切な場合が少なくないと思われます。現行制度では、起訴されたら、裁判

所も、証拠がある以上は、有罪にするしかありません。裁判所が出来ることは、せいぜい、罰金にするとか、実刑にしないで執行

猶予をつけるという程度です。仮に他人の財産権などの侵害があったとしても、民事の裁判で被害者救済をすることでよいとも考

えられます。刑事司法制度は、基本的に、人を死刑にしたり刑務所に入れたりすることを前提として設計されている制度であり、そ

の刑事司法制度で処罰すべきと言えるほどの起訴価値がある事件なのかどうかは、慎重な検討が必要となります。 
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 まして、検察官等は、技術の専門家ではありません。既に確立した技術の評価であればまだしも、検察官等が、新技術が関係

する刑事事件において、将来にわたり当該新技術がもたらす可能性のある便益をも予測しながら、今後の技術開発等に与える萎

縮効果等の弊害も考えつつ、起訴・不起訴を適切に判断することは、極めて難しいのではないかと思います。 

 こうした問題が顕在化した事案の一例として、近時のコインハイブ事件があります。詳細や法的検討等は、脚注に引用した文献
2に譲りますが、事件の概要は、次のとおりです。被告人は、自己が運営するウェブサイトにジャバスクリプトを組み込んで、サイト

にアクセスしたユーザーの PC で、ユーザーの了解もとらないで、勝手に仮想通貨のマイニングを行わせて、収益源にしていたと

いう事案であり、いわゆるコンピューター・ウィルス罪、すなわち、不正指令電磁的記録保管等の罪に問われました。これは、一見

すると、立派な犯罪のように見えます。本件を、他人(ユーザー)の PC で、他人の電気代で、他人に断りなく、不当に金儲けをして

いると捉えれば、検察官等が起訴するとの判断を行うこともおかしくありません。しかし、論者が指摘しているように、多くのウェブ

サイトは、サイトを訪れたユーザーから閲覧料のような金銭的利益を徴収しない代わりに、いわゆるターゲット広告などに代表さ

れるような、クッキーを活用した広告収入を得て、サイトを運営しているわけです。この場合も、ユーザーの明示的な了解がなく、

ユーザーの PC を作動させているわけであり、コインハイブ事件との差異がどこにあるのかとなると、かなり微妙になります。クッ

キーは、これまで社会で許されると考えられていたが、コインハイブは、今回の起訴で、社会で許されることではないと捜査当局が

考えていることが明らかになった、という程度の差異しかないかもしれません。この事件が最終的に有罪になるにせよ、無罪にな

るせよ、コインハイブ事件の起訴は、今後のジャバスクリプト等を活用した新技術の開発・展開を抑止したり、少なくとも萎縮させた

のではないかと思います。 

 ここで問題にしたいのは、コインハイブ事件が有罪かどうかや、いわゆるコンピュータ・ウィルス罪の構成要件の解釈が明確にな

るかどうかではありません。こうした事件を起訴することそれ自体が、有罪か無罪の結論に関わりなく、新技術の開発・展開を抑

止したり、萎縮させたりするのではないか、それを検察官等が適切に判断できたのか、ということです。今日、ターゲット広告に関

し、個人情報保護を強化する方向性ですが、だからといって、社会や立法府等による議論の深化や、国民的議論を経た許容範囲

の決定などに先立って、検察官等が先例を率先して作ることが適切かどうかも問題になります。起訴されれば、裁判所は証拠が

ある限り有罪にして科刑する以外の選択肢は基本的にないからです。 

 こうした起訴・不起訴の当否の判断を更に難しくするのは、｢それでは、新技術が関係する事件だから、検察官等は一切不起訴

にすべきだ｣というほど、単純な割り切りもできないことです。新技術かそうでないかをどのように判断するのか等の問題もありま

す。新技術とはいえ社会に与える実害を看過できないから起訴すべきか、という事案も十分に想定できます。 

 以上のように、新技術の開発・展開が関係する事件の起訴・不起訴の判断は難しく、単なる証拠収集や法令解釈の範囲を超え

る判断が求められることになります。従来型の財産犯や性犯罪、殺人、暴力犯、汚職や会社犯罪等といった犯罪の場合の訴追判

断とは異質な判断が求められることになります。起訴が新技術の開発・展開に与える抑止・萎縮効果は、刑事罰が問題とされるだ

けに、大きいものがあり、そうした抑止・萎縮効果が社会にもたらすマイナスも大きいものとなる可能性があります。 

 そのため、検察官等による起訴の判断については、従来とは異なる視点から、その適正妥当をチェックする仕組みを検討するこ

とが必要であると思われます。アイディアの段階にとどまりますが、例えば、次の通りです。 

① 検察官等は、起訴するかどうかを判断するに際して、新技術の開発・展開等が関係する刑事事件においては、事前に他の

行政機関や公的団体などの意見を聴取する。場合によっては、被疑者の特定につながる情報を秘密にするなどして、パブ

リックコメントを求める。 

② 検察官等の起訴の判断に対して、他の行政機関や公的団体などが意見を提出し(米国におけるアミカス意見(amicus curiae)

のようなもの)、裁判所は、そうした意見を斟酌して、検察官等の起訴がその訴追裁量権を超えて著しく不合理であると認め

られるときは、実質審理に入る以前の段階で、公判手続を打ち切る。事案によっては、既に知財の民事事件で行われている

ように、裁判所がパブリックコメントを求めることも考えられる。 

 以上のうち、①は運用で対処できますが、②は法改正が必要になると考えられます。 

 

(2) 司法取引制度を踏まえた検察官の起訴判断の適正化の確保 

 

 司法取引制度は、検察官をして、自白などの供述(以下一括して｢供述｣ということがあります)に頼らずに犯罪を立証することを

可能にします。その結果、捜査当局による自白強要や供述証拠への依存を減らし、ひいては｢えん罪｣を防止することにも資する

ものです。このように、司法取引制度は、それが適正に運用される限り、極めて優れた制度です。 

                                                   
2  西貝吉晃｢技術と法の共進化を企図した法解釈の実践―コインハイブ高裁判決を素材に｣法学セミナー792 号 40 頁、木下昌彦｢コンピュータ・プロ

グラム規制と漠然性故に無効の法理(上)(下) ―コインハイブ事件を契機とした不正指令電磁的記録に関する罪の憲法的考察―｣NBL1181 号 4 頁、

NBL1182 号 39 頁参照。 
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 問題は、その適正な運用の確保という点です。 

 司法取引を含む、約束や利益誘導による供述には、虚偽の供述の誘発という危険が常に存在しています。例えば、検察官が、

被疑者 A が行った脱税事件の捜査中に、A の親しい友人である B という著名企業家が共犯者なのではないかと疑っており、もし

B を共犯者として検挙できれば、事件が大々的に報道されて手柄になる等と考え、A に対し、｢B の入れ知恵で脱税したという供述

をすれば、A は不起訴にしてやる｣と言うケースです。誰でも、本当は自分が単独で犯した犯罪なのに、共犯者を作り上げれば不

起訴になるとなれば、嘘でもいいから、共犯者を作り上げることになってしまうのではないか。人間は強いものではありません。 

 ｢不起訴にしてやる｣とまで極端なケースでなくても、例えば｢罰金にしてやる｣とか｢脱税の手助けをした配偶者や子供は不問にし

てやる｣などと言われた場合なども、同様に、虚偽供述で共犯者を作り上げる危険があります。 

 あるいは、業務上横領で捜査を受けているところ、検察官から、｢横領した金で政治家 C に贈賄したと話せば、横領は不起訴に

してやる。贈賄の罪も罰金にしてやる。｣等と言われた場合など、業務上横領で実刑になるよりは、日頃から微妙な関係の政治家

C を収賄で売って、贈賄で罰金の方がよいと考え、虚偽供述をする危険があります。 

 刑事司法制度は、こうした虚偽供述の危険があることを十分に念頭に置いて、刑事訴訟法上、司法取引の合意書面の検察官

による証拠提出の義務付け等がなされ、運用上も、検察内部では、厳格な運用手順・方針が定められています。 

 しかし、こうした制度的手当や運用ルールで十分かどうかは引き続き課題とされています。最近も、司法取引制度の導入後、3

例目とされる事件で、裁判所が｢司法取引での証言は相当慎重に信用性を判断し、極力、判断材料に用いない｣旨を述べたと報

道されています 3。司法取引の 1 例目が司法取引を行うのに適切な事案だったかどうか等の見方があること、2 例目も様々な評価

があり得ることなども、実務で司法取引制度が未だ必ずしも受容されていないことの背景にあるのかもしれません。 

 ともあれ、本稿の主題は、検察官等の起訴の判断をチェックする法理・メカニズムであり、かかる観点からは、次の問題がありま

す。 

 司法取引制度の導入により、検察官の訴追裁量権の行使の適正性が一層問われることになりました。例えば、社長 A、部長 B、

部長 C が共謀して会社ぐるみの詐欺を行った事案で、部長 C だけが司法取引を行い、社長 A は否認していて、部長 B は自白し

ているとします。検察官は、司法取引に基づいて部長 C を不起訴にし、社長 A と部長 B を起訴したとします。この場合に、検察官

の司法取引に係る判断が、部長 B と部長 C とで不公平だったのではないかが問題となるケースが考えられます。例えば、部長 B

の方が部長 C より先に全面自白していたところ、検察官が、否認していた部長 C についても自白させることで社長 A の有罪立証

を強固にしたいと考え、部長 C との間で、不起訴を見返りに司法取引を行い、部長 C から自白を得た、という場合です。先に自白

していた部長 B から見たときには、どうなのでしょうか。部長 B も部長 C も同格であって、犯行関与の程度や利得も同じくらいだっ

た、あるいは部長 B の方が部長 C より少なかったとします。そうであっても、部長 B は起訴された以上、裁判所は、証拠がある限

り部長Bにつき有罪認定して科刑するしかありません。正直者が損をするのは、事件の証拠構造や捜査の必要性等からすれば、

致し方ないこともあると割り切れるのでしょうか。果たして、かかる結果が正義公平にかなうのでしょうか。 

 具体的な証拠の状況によっては、部長 B を起訴しつつ、部長 C を司法取引で不起訴にするという検察官の判断が、それ自体と

しては妥当なケースは十分に考えられます。そもそも捜査中に司法取引をするのであれば、検察官も事案の全容が分かっていな

いため、結果的に、部長 B と部長 C との間でバランスを欠いた捜査処理になってしまうこともあり得ます。 

 部長 C の不起訴がおかしいとして、部長 B が検察審査会に申し立てることは考えられます。しかし、検察審査会は、部長 B と部

長 C との間の公平を図るために、部長 C につき起訴相当の議決を行って部長 C の強制起訴をすることはできますが、部長 B の

起訴を検察官に撤回させることまではできません。部長 B も部長 C も犯罪を犯したのだから、正義公平の確保としては、部長 B と

部長 C の双方が等しく起訴されて有罪とされれば、それで十分であるという考え方もあり得ると思いますが、そうなると、今度は、

司法取引を行った部長 C の立場から見た場合にどうなのでしょうか。検察審査会の議決で強制起訴に至った場合、部長 C と検察

官との間の司法取引の効力は失われますが、部長 C の検察官や法制度への信頼という観点で、果たして、それで問題なしと割り

切っていいのでしょうか。 

 もちろん具体的な事案次第ですが、検察官が部長 B の公訴を取り消すのであれば、公平な状態になると思います。しかし、検察

官が部長 B の公訴を取り消さない場合には、現行法では、部長 B と部長 C との間の公平を確保する方策は何もないことになりま

す。 

 そのため、ここでも、検察官の起訴の判断を裁判所がチェックして、司法取引に起因して、検察官の起訴の判断がその訴追裁量

権を超えて著しく不合理であると認められるときは、実質審理に入る以前の段階で、公判手続を打ち切る、といった制度の検討が

必要になってきます。 

 さらに、次のような事例も考えられます。例えば、A、B、C の 3 名によるカルテル(独禁法違反)があったと仮定します。カルテル

                                                   
3 令和 3 年 3 月 23 日付け日本経済新聞朝刊 47 面 
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は、被害者側の証拠だけでは、カルテルという違法行為の存在それ自体すらも立証できないことが多く、被疑者の少なくとも一部

が自白しなければ立証できないことが多い犯罪類型です。ここでは議論の簡略化のため、公正取引委員会に対する課徴金減免

申請のことは捨象して検討します。カルテルの場合に、主犯の A と、主犯ではないが受注で儲けている B がそれぞれ検察官と司

法取引をして、いずれも不起訴になり、最後に残った C だけが、A と B の供述に基づいて起訴されたとします。C 自身は、カルテ

ルを一貫して否認しており、カルテルの有無に関わりなく、C は受注もしておらず、何の儲けも得ていないとします。こうした事案

で、C だけがカルテルで有罪とされることは、C が否認したことを理由にして C だけを処罰するに等しく、刑事事件の処理として妥

当でないと考えられます。特に、このカルテル事案の場合、主犯であっても起訴されず、カルテルがあったとして、それで利得を得

た A と B も起訴されていないわけなので、カルテルがあったとしても刑事事件として取り扱うべき価値(起訴価値)があった事案と

は思われません。 

 この場合に、カルテルが行われた事実がないのに、A と B は、何の刑罰も受けないで済むので、捜査で責められる負担から逃

れようとして、あるいは、業界で激しく競っているCの足を引っ張ろうとして、3社間でカルテルを行ったという虚偽供述をして、検察

官と司法取引を行うかもしれません。A と B の虚偽供述による｢えん罪｣の可能性については、｢C のカルテル事件における裁判所

の審理で、A と B の証言の信用性を否定して、C を無罪にすれば足りる｣ことに、理屈の上ではなります。しかし、現実問題として

どうなのでしょうか。検察官と A、B の 3 者を相手にして、強制捜査を行う権限もない C が、A と B の証言の信用性を弾劾して無罪

を勝ち取ることが、果たして、どれほど現実的にあり得ることなのかは、疑問です。 

 そこで、このような事案においては、起訴判断の公平性の観点に加えて、虚偽供述を誘発する危険性の類型的高さからも、C に

対する起訴が検察官の訴追裁量権を超えて著しく不合理であるとして、実質審理に入る以前の段階で、公判手続を打ち切る、と

いった制度の検討が必要になってきます。 

 さらに、司法取引を離れて、最近、一部の事案で目立つようになっているので付言しますが、検察官の起訴・不起訴の判断が、

自白している者と否認している者との間で、バランスを欠くことは、非常に問題です。例えば、検察官が、自白して捜査・公判に協

力する者を不起訴にし、否認した者を起訴するという場合です。自白か否認かは、被疑者・被告人の反省の度合いを示す重要な

材料の１つですから、否認した者は、自白した者より、重く処罰されて当然です。ただ、自ずからバランスというものがあります。自

白すれば不起訴、否認すれば起訴という二者択一のような極端な形になれば、嘘でも自白する者が出てきやすくなります。まし

て、特に東京地検特捜部が起訴した事件では、否認すると保釈が容易に認められず、会社の役職員や政治家、公務員であって

も、起訴の後、10 ヶ月前後から１年前後も保釈されずに拘置所に入れられたままであることが、珍しくありません。自白して共犯者

の公判で証言等するならば不起訴で済んですぐに釈放されるが、否認すれば起訴されて 1 年前後も拘置所に収監され続けること

になるのでは、嘘でも自白したくなるのが人情というものであり、その虚偽自白が、否認している共犯者らの有罪立証で使われる

ことになります。このように、自白と否認との間でバランスを欠いた起訴・不起訴の判断は、虚偽供述を誘発する危険性を特に高

めることになり、こうしたことが新聞やテレビ等で大きく報道されると、｢嘘でもいいから自白して、共犯者を売った方が助かる｣とい

うイメージを社会一般の間に蔓延させることにもなりかねません。 

 伝統的に、検察官は、自白している者と否認している者との間に差をつけるとしても、事件自体の起訴価値の存在や、自白して

いる者の証言を立証で使う場合にその信用性評価に悪影響を与える懸念等から、バランスをとるように努めてきたと理解していま

す。司法取引制度が導入されたことで、ある意味で利益を見返りにした供述獲得が正面から許容されることになったという意識が

あるのか、最近、一部の事件で、検察官の捜査処理がバランスを欠いているように見られる事案がある点は気になります。この観

点からも、検察官の起訴に虚偽供述を誘発する危険性が類型的に高い場合には、裁判所において、実質審理に入る以前の段階

で、公判手続を打ち切るといったことを可能にする制度の検討がやはり必要になると考えられます。 

 

(3) 検察審査会の強制起訴の適正化 

 

 検察審査会の起訴相当議決によって強制起訴された事件で、無罪が続いています。有名なところでは、明石花火大会歩道橋事

件、JR 福知山線脱線事件、陸山会事件、東電福島第一原発事件などです。そのため、残念ながら、検察審査会の強制起訴の運

用では、｢えん罪｣問題が現実化していると言わざるを得ません。前述したとおり、刑事事件は、起訴から数年経って最後に無罪に

なれば済むというものではなく、報道や公判による被告人やその家族等に与える負担やダメージは大きなものがあります。検察

審査会に対する申立てがなされる事件の多くは、社会的にも大きく注目を受けている事件が多いだけに、一層｢えん罪｣問題は深

刻なものとなります。さらに、検察官の場合と同様ですが、検察審査会についても、政治的理由や人権を蹂躙した起訴などを防ぐ

仕組みも必要です。 

 検察官の場合には、無理な起訴をして無罪になれば、具体的な事実関係や証拠にもよりますが、控訴審査等を通じて捜査公判

に問題がなかったかの検証がなされますし、少なくとも人事面での不利益等という形での責任の所在の明確化があります。世論
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の厳しい批判を受けるようなケースであれば、起訴した検察官が辞職せざるを得ない事態も考えられます。 

 他方、検察審査会は、それが制度上の利点ではあるものの、無罪になった場合の検証や責任の所在の明確化といった仕組み

はないと思われます。もちろん、責任の所在の明確化などと言い出して、検察審査会の強制起訴制度の運用を萎縮させるような

ことがあっては、元も子もありません。ただ、何らかの形で、強制起訴制度を適正に運用することを確保するための制度上の仕組

みを検討することが必要であるように思います。 

 この点、日弁連も、2016 年 9 月に、被疑者の検察審査会での意見陳述を必要的なものとするなど、検察審査会の強制起訴制

度の改善を求める意見書を提出しています 4。 

 検察審査会の強制起訴制度の運用の適正化を図るための措置としては、この日弁連の意見書に加えて、例えば、次のようなア

イディアが考えられます。 

① 検察官の起訴について述べたのと同様に、裁判所による、実質審理に入る以前の段階での公判手続打切りを制度として認

める。もっとも、裁判所が、検察審査会の強制起訴を覆すというのは、一層慎重な判断が必要になるから、パブリックコメント

を通じて、広く意見を求めることを必須とし、意見が割れているような場合には、国家刑罰権行使の謙抑性の見地から、公

判手続を打ち切る。 

② 一審段階で無罪判決がなされた場合には、検察官役の弁護士は、原則として控訴しないこととする。例外的に控訴する場

合には、速やかに検察審査会(審査員は起訴相当議決時とは異なることになる)に諮り、控訴趣意書の提出期限までを目処

に、検察審査会から控訴を維持するか否かの意見をとり、その意見に従って対応する。 

③ 最終的に無罪判決が確定した場合には、検察審査会において、強制起訴議決の際の審査に関わった弁護士や、検察官役

を務めた弁護士とともに、当時の検討内容をあらためて検証し、その検証結果を公表し、今後に活かす。 

 

4 最後に 
 

 前述のとおり、刑事事件で起訴された場合の被告人や家族の負担は極めて重く、罰金で済むなら大したことはないとか、数年後

に無罪になればそれで済む、といった問題ではありません。また、起訴や刑事罰が、社会に与える影響や萎縮効果は甚大なもの

があります。そのため、起訴や裁判、つまり国家刑罰権の行使は謙抑的に行われる必要があり、従来の制度は、今日的課題に

必ずしも対応できないのではないか、という問題意識があって、本稿では、問題提起ないし試論を展開しました。 

 今後の実務や法制度、学説の発展に大いに期待するところです。 

以 上 
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

h.kimeda@nishimura.com 

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引事案、役

職員不祥事、情報漏洩案件、海外公務員贈賄案件、独禁法違反案件の対応等について種々の案件でアドバイス

している。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争

訟等を手掛けている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。 

  

                                                   
4  日本弁護士連合会 2016 年 9 月 15 日付け｢検察審査会制度の運用改善及び制度改革を求める意見書｣https://www.nichibenren.or.jp/document/

opinion/year/2016/160915_5.html 

https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0035.html
mailto:h.kimeda@nishimura.com
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2016/160915_5.html
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2016/160915_5.html
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Ⅱ. 最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて 
執筆者：木目田 裕、髙林 勇斗、西田 朝輝、松本 佳子 

 

 危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。 

 なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。 

 

 

【2021 年 2 月 15 日】 

総務省、｢テレワークセキュリティガイドライン(第 5 版)｣(案)の改正案を公表し、意見募集を実施 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00094.html 

 

 総務省は、｢テレワークセキュリティガイドライン(第 5 版)｣(案)を公表し、2021 年 2 月 15 日から同年 3 月 5 日までの間、意見募

集を行いました。｢テレワークセキュリティガイドライン(第 4 版)｣からの改正内容の概要は下記のとおりです。 

 テレワーク方式(システム構成方式)を再整理した上で、テレワークによって実現する業務の内容や、セキュリティ

統制の容易性 5等から、適した方式を選定するフローチャートを掲載 

 経営者・システム管理者・勤務者それぞれの立場において、実施すべきセキュリティ対策を明確化 

 実施すべきセキュリティ対策の分類や内容を全面的に見直し 

 テレワークにおけるトラブルに関し、具体的な事例、セキュリティ上留意すべき点及び有効な対策について明記 

 

【2021 年 2 月 16 日】 

金融庁、｢記述情報の開示の好事例集 2020｣の追加・公表 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210216-2.html 

 

 金融庁は、2021 年 2 月 16 日、｢記述情報の開示の好事例集 2020｣を公表しました。 

 本事例集では、｢新型コロナウイルス感染症｣に関する開示例、｢ESG｣に関する開示例、｢経営方針、経営環境及び対処すべき

課題等｣の開示例、｢事業等のリスク｣の開示例及び｢経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(MD&A)｣の開示例を掲載しています。 

 

【2021 年 2 月 17 日】 

公取委、｢デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査(デジタル広告分野)について｣を公表 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210217.html 

 

 公正取引委員会は、2021 年 2 月 17 日、デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査(デジタル広告分野)

についての報告書を公表しました。 

 本報告書では、デジタル・プラットフォーム事業者と広告掲載事業者、消費者及び媒体社それぞれとの取引について、問題とな

り得る取引の事例とそれに関する独占禁止法・競争政策上の考え方を示しています。例えば、デジタル・プラットフォーム事業者と

他の事業者との間では、以下の行為が問題となることが示されています。 

 デジタル・プラットフォーム事業者が、①契約内容を一方的に設定・変更する、②理由なく契約を解除することを

可能とする、③一方的にサービス・広告配信を打ち切ることを可能とする、④一切の損害賠償を事前に制限する

行為は、独占禁止法上、優越的地位の濫用に該当し得る。 

 自らの販売代理店となる広告仲介事業者に対して、①競合する他のデジタル・プラットフォーム事業者等との取

引を制限する、②大手媒体社との取引を制限する、③自社サービスの利用割合を義務付ける、④競合する機能

等の利用を制限する行為は、独占禁止法上、排他条件付取引、拘束条件付取引に該当し得る。 

 

                                                   
5  端末やクラウド上でのデータ保存に関する制限の容易性や、テレワーク端末やテレワーク関連設備へのシステムアップデートの強制適用の容易性

等を指します。 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00094.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210216-2.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210217.html
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【2021 年 2 月 19 日】 

金融庁、｢マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン｣の改正案に関するパブリックコメントの結果を公表 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/202102_amlcft/202102amlcft.html 

 

 金融庁は、｢マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン｣の改正案に関するパブリックコメントの結果を

公表しました。金融庁は、パブリックコメントに対する考え方として、例えば、以下のような回答を行っています。 

 ガイドラインⅡ-2(2)｢対応が求められる事項｣②は、マネロン・テロ資金供与リスクについて、評価を実施するに当

たり、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮することを求めているが、この｢疑わしい取引の届出の状況

等｣における｢等｣には、口座の不正利用状況や、捜査機関等からの外部照会、警察からの凍結要請、報道等か

ら分析した金融犯罪の手口や被害状況等が含まれる。 

 ガイドラインⅡ-2(3)(ii)｢対応が期待される事項｣a は、団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体

のみならず、当該団体が形成しているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘

案することを求めているが、この｢団体｣及び｢団体が形成しているグループ｣の範囲については、機械的に判断さ

れるものではなく、当該｢団体｣及び｢グループ｣自体の性質や、｢団体｣がグループ内で有する地位や影響力等に

応じて、個別具体的に判断する必要がある。 

 ガイドラインⅡ-2(4)(ii)｢対応が求められる事項｣①は、輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等に係

るリスクの特定・評価に当たっては、輸出入取引に係る国・地域のリスクのみならず、輸送経路等、利用する船舶

等、取引関係者等(実質的支配者を含む)のリスクも勘案することを求めているが、｢輸送経路｣に関しては、制裁

対象国の瀬取りに利用されることがないかといった観点等から必要な事項を考慮する必要があり、少なくとも出

向地、寄港地及び中継地については確認する必要がある。また、同記載の｢利用する船舶等｣については、船舶

が制裁対象に該当しないか、船舶の所有者、オペレータが制裁対象者に該当しないかといった観点から必要な

事項を考慮する必要がある。さらに、同記載の｢取引関係者｣については、輸出入取引に係る資金の融通及び信

用の供与等のリスクの特定及び評価に必要な関係者について考慮する必要があり、その関係者に実質的支配

者が存在する場合には、当該実質的支配者についても考慮する必要がある。 

 

【2021 年 2 月 26 日】 

監査役協会、｢監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載につ

いて｣を公表 

http://www.kansa.or.jp/support/library/regulations/post-239.html 

 

 日本監査役協会は、｢監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の

記載について｣を公表しました。 

 本報告書では、監査役会の監査報告について、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する記載例、コロナ禍を契機とする監査の

方法の変更に関する記載例を紹介するとともに、監査報告における自署押印の扱いについて紹介しています。 

 

以 上 

 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/202102_amlcft/202102amlcft.html
http://www.kansa.or.jp/support/library/regulations/post-239.html


 

 

 

当事務所危機管理プラクティスグループは、経営責任追及が想定される重大な紛争・不祥事等の危機発生時の対応についてリーガルサービス

を提供しています。具体的には、(1)関係当局による調査・捜査への対応、(2)適時開示を含めた証券取引所対応、(3)監督官庁等の官公庁対

応、(4)マスコミ対応、に関する助言をするほか、国際的な案件では、外国法律事務所等との連携のもとに対応策を助言します。また、紛争・

不祥事発生の原因となった事実関係の調査をするとともに、対応策の一環として再発防止策の策定等を行います。これらの業務を遂行するに

当たっては関係当局での勤務経験を有する弁護士が関与することにより、実践的な対応を心がけています。危機予防的観点から、コンプライ

アンス・リスクマネジメント・内部統制に係る体制整備についての助言も行います。 

本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、危機管理分野に関する最新の情報を発信することを目的として発行してい

るものです。 
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

h.kimeda@nishimura.com 

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引事案、役

職員不祥事、情報漏洩案件、海外公務員贈賄案件、独禁法違反案件の対応等について種々の案件でアドバイス

している。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争

訟等を手掛けている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

y.takabayashi@nishimura.com 

2013 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、情報漏洩案件、独禁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

a.nishida@nishimura.com 

2015 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、独禁法違反案件、制裁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 
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2017 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。 
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